
市が「IR は考慮外」を提案か 

 

 大阪港湾局に情報公開請求していた夢洲 IRカジノ関係のメールを入手した。写真は

IR 用地の不動産鑑定に関わる鑑定業者と港

湾局間のメール等のリストである。 

とにかく大容量なので、苦労しながらダウ

ンロードしてチェックを始めると、2019 年

9 月 13 日 15時 15 分送信のメールに目がと

まった。 

 写真の賃貸借条件の付加条件として、「大

阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業

に係る価格形成要因への影響を考慮外とし

た鑑定評価」と明記されている。 

また、土地概要の最有効使用は IRカジ

ノではなく「大規模複合商業施設」とな

っている。 

 9月 13日時点で、こうした指摘がされ

ていることは、従来の大阪市の説明とは

違っている。 

詳細な検討が必要だが、とりあえず表

題の読売テレビニュース(14 日 11 時 14

分配信)を紹介しておく。 

 公開されたメールには、これまでの大

阪市の説明を裏付けるやりとりがあった

一方で、事業者側から「IRを考慮外とし

て 4 社合わせるべき」と提案されるより

も前に、市が事業者側に送った鑑定評価

の概要を尋ねるシートの付加条件に「IR

を考慮外とする」旨の記載がされていた

ことがわかりました。 

事業者側から「全社条件を合わせるべき」と提案を受ける前に、市側が各社に「IR

事業は考慮外」という条件を提示していたことになり、これまでの市の説明と食い違い

があるともとれますが、市側は「仮の条件であって、鑑定業者が削除できる条件だった」

としていて、これまでの説明と齟齬はないとしています。 

 

                             (2023年 7月 17日) 


